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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶務担当） 

埼玉県国民保護協議会 

（危機管理課危機管理担当） 

設置年月日 平成１７年３月２９日 

 

設置根拠等 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

第３７条第１項 

埼玉県国民保護協議会条例 

委員定数・任期 ４５名以内・２年間（再任を妨げない） 

 

職 務 内 容 

 

知事の諮問に応じて、国民保護措置に関する重要事項を審議する 

 

公開･非公開の別 公開 

 

 

令和６年度の 

活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

 

 

 開催実績なし 

（該当する事案が発生していないため） 
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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶務担当） 

埼玉県防災会議 

（災害対策課災害対策担当） 

設置年月日 昭和３８年３月１日 

 

設置根拠等 

災害対策基本法第１４条、１５条 

埼玉県防災会議規則 

埼玉県防災会議運営要綱 
委員定数・任期 委員定数 

・知事がその部内の職員のうちから指名する委員 １８人以内 

・知事が市町村長及び消防機関の長のうちから任命する委員 

５人以内 

・知事が指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員の

うちから任命する委員 ２６人以内 

・知事が自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のう

ちから任命する委員 ９人以内 

任期 

・なし（一部２年） 

 

職 務 内 容 

・地域防災計画を作成し、実施を推進する。 

・知事の諮問に応じて、埼玉県における防災に関する重要事項を

審議し、知事に意見を述べる。 

・災害発生時の災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図る

。 

 

公開･非公開の別 公開 

 

 

令和６年度の 

活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

開催実績なし 

 


